
掲示期間 令和８年６月１２日～令和８年９月１２日 

貝塚市公告 第９９号 

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 46第１項の規定により、下記の認可地縁団体より所

有不動産の登記移転等に係る公告申請があっため、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。 

 

令和８年６月１２日 

貝塚市長  牛尾 治朗 

記 

 

１ 申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所 

名称 ： 畠中町会 

区域 ： （1）貝塚市畠中一丁目の全域 

（2）貝塚市畠中二丁目の全域から次の区域を除いた区域 

  （ア）住居表示番号 15番の区域のうち、15番 13号を除いた区域    

  （イ）住居表示番号 16番、17番、18番の区域 

  （ウ）住居表示番号 20番 20号から 20番 26号の区域 

（3）住居表示未実施の区域のうち、住所地番として次の番地を用いている区域（但し 

住所地番によるものであって、法務局公図、市地番図等と対照した土地の地番配置 

と必ずしも一致しない場合がある。） 

  （ア）貝塚市畠中 567番地 

  （イ）貝塚市畠中 587番地 1、587番地 2、587番地 3、587番地 5、587番地 6 

  （ウ）貝塚市畠中 656番地、656番地 1 

  （エ）貝塚市畠中 268番地、930番地 7 

  （オ）貝塚市脇濱 931番地+枝番、933番地+枝番 

  （カ）貝塚市石才 134番地 2 

  （キ）貝塚市石才 146番地 2、146番地 6、149番地 1 

  （ク）貝塚市石才 155番地 2、155番地 5、155番地 6、155番地 9、155番地 11 

主たる事務所 ： 貝塚市畠中二丁目 20番１号 

 

２ 申請不動産に関する事項 

土地 

 

地目 面積 所在地 

表題部所有者又は所有権の登

記名義人の氏名又は名称及び

住所（内訳は後述） 

① 原 野 92 ㎡ 貝塚市畠中二丁目４０９番 古川治郎市 外 80名 

② 畑 29 ㎡ 貝塚市畠中二丁目３８１番 古川治郎市 外 80名 

③ 宅 地 49.58 ㎡  貝塚市畠中二丁目６５０番 共有地 



 

①「古川治郎市 外 80名」の内訳 

  共有者氏名 住  所 

1 古川治郎市 大阪府泉南郡北近義村大字畠中６７番邸 

2 要亮太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２４番邸 

3 豊田貞一郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３５８番地 

4 羽多治郎市 大阪府泉南郡北近義村大字畠中６５番邸 

5 要善治郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３５９番地 

6 金桝治平 大阪府泉南郡北近義村大字畠中１７番邸 

7 池田豊松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２９７番地 

8 豊田新藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３４５番地 

9 藤堂亥二郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７４番邸 

10 古川兵藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３４１番地 

11 要伊三郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３３番邸 

12 池田幾五郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中５番邸 

13 梶谷伊之助 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７８番邸 

14 古川信治郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中８番邸 

15 繁本源平 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３２番邸 

16 金目益藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３１８番地 

17 古川安太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３６１番地 

18 豊田新藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中１４番邸 

19 井上榮三郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３１５番地 

20 要善藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３４５番地２ 

21 羽多定𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３３８番地 

22 古川安𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２５番邸 

23 要治郎𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中４０７番地２ 

24 佐野由太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３６４番地 

25 古川留𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中１１４番邸 

26 黒川榮太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中８８番邸 

27 古川楠松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７７番邸 

28 神前三藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中５９番邸 

29 祐成繁太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２２８番地 

30 要吉治郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３４番邸 

31 要𠮷太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２６番邸 

32 藤堂藤藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７番邸 

33 古川楠松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３２８番地 

34 坂上保𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３５３番地 



35 實森長之進 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３１９番地の２ 

36 古川北與紋 大阪府泉南郡北近義村大字畠中１５番邸 

37 要留松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３６２番地 

38 佐野川谷常太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中５５番邸 

39 古川松太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７５番邸 

40 要由松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２９３番地 

41 古川國松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３１番邸 

42 繁本友治郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中４３６番地 

43 山口由松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中５１番邸 

44 池田音松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中８７番邸 

45 池田與助 大阪府泉南郡北近義村大字畠中１０番邸 

46 光成平藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７６番邸 

47 要留𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中８１番邸 

48 祐成弥平 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２０番邸 

49 古川庄𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３４６番地の２ 

50 古川半治郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３１番邸 

51 豊田銀之助 大阪府泉南郡北近義村大字畠中４４１番の１ 

52 南長五郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７２番邸 

53 瓦谷寅松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中６番邸 

54 柴田楠松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中５０番邸 

55 川口楠松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３３３番地 

56 古川梅太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中５７番邸 

57 光成市松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中４０番邸 

58 佐野友𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３６２番地の２ 

59 坂上由松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３０７番地 

60 羽多庄太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中８８番邸 

61 出口宇之助 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２９番邸 

62 要安治郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２７番邸 

63 祐成留𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中４５番邸 

64 光成友治郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７０番邸 

65 古川新藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中番外２番邸 

66 光成栄太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３６０番地 

67 日根野德太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２２番邸 

68 實森亥之助 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２８９番邸 

69 要米𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３４５番地の２ 

70 日根野定𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２２番邸 

71 實森安𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２９２番地 



72 田中新藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３１９番地 

73 北川亀𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３１９番地１ 

74 大林夘造 大阪府泉南郡北近義村大字畠中番外６番邸 

75 喜多與三郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中５３番邸 

76 竹内亥之助 大阪府泉南郡北近義村大字畠中８９番邸 

77 竹内佐造 大阪府泉南郡北近義村大字畠中番外１番邸 

78 與治春𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中４番邸 

79 古川繁太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中４２２番地 

80 村田カツ 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３２０番地 

81 豊田松太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２９９番地 

 

 

②「古川治郎市 外 80名」の内訳 

  共有者氏名 住  所 

1 古川治郎市 大阪府泉南郡北近義村大字畠中６７番屋敷 

2 要亮太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２４番屋敷 

3 豊田貞一郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３５８番地 

4 豊田松太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２９９番地 

5 羽多治郎市 大阪府泉南郡北近義村大字畠中６５番屋敷 

6 要善治郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３５９番地 

7 金桝治平 大阪府泉南郡北近義村大字畠中１７番屋敷 

8 池田豊松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２９７番地 

9 豊田新藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３４５番地 

10 藤堂亥二郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７４番屋敷 

11 古川兵藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３４１番地 

12 要伊三郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３１番屋敷 

13 池田幾五郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中５番屋敷 

14 梶谷伊之助 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７８番屋敷 

15 古川信治郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中８番屋敷 

16 繁本源平 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３２番屋敷 

17 金目益藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３１８番地 

18 古川安太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３６６番地 

19 豊田新藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中１４番屋敷 

20 井上栄三郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３１５番地 

21 要善藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３４５番地２ 

22 羽多定𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３３８番地 

23 古川安𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２５番屋敷 



24 要治郎𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中４０７番地２ 

25 佐野由太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３６４番地 

26 古川留𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中１１４番屋敷 

27 黒川栄太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中８８番屋敷 

28 古川楠松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７７番屋敷 

29 神前三藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中５９番屋敷 

30 祐成繁太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２２８番地 

31 要𠮷治郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３４番屋敷 

32 要𠮷太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２６番屋敷 

33 藤堂藤藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７番屋敷 

34 古川源之助 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３２８番地 

35 坂上保𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３５３番地 

36 實森長之進 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３１９番地２ 

37 古川北與紋 大阪府泉南郡北近義村大字畠中１５番屋敷 

38 要留松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３６２番地 

39 佐野川谷常太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中５５番屋敷 

40 古川松太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７５番屋敷 

41 要由松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２９３番地 

42 古川國松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３１番屋敷 

43 繁本友治郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中４３６番地 

44 山口由松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中５１番屋敷 

45 池田音𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中８７番屋敷 

46 池田與助 大阪府泉南郡北近義村大字畠中１０番屋敷 

47 光成平藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７６番屋敷 

48 要留𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中８１番屋敷 

49 祐成弥平 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２０番屋敷 

50 古川庄𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３４６番地２ 

51 古川半治郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３１番屋敷 

52 豊田銀之助 大阪府泉南郡北近義村大字畠中４４１番地１ 

53 南長五郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７２番屋敷 

54 瓦谷寅松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中６番屋敷 

55 柴田楠松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中５０番屋敷 

56 川口楠松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３３３番地 

57 要米𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３４５番地２ 

58 日根野定𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２２番屋敷 

59 實森安𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２２２番地 

60 田中新藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３１９番地 



61 北川亀𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３１９番地１ 

62 大林夘造 大阪府泉南郡北近義村大字畠中番外３番屋敷 

63 喜多與三郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中５３番屋敷 

64 竹内亥之助 大阪府泉南郡北近義村大字畠中８９番屋敷 

65 竹内佐造 大阪府泉南郡北近義村大字畠中番外１番屋敷 

66 村田カツ 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３２０番地 

67 與治春𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中４番屋敷 

68 古川繁太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中４２２番地 

69 古川梅太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中５７番屋敷 

70 光成市松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中４０番屋敷 

71 佐野友𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３６２番地２ 

72 坂上由松 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３０７番地 

73 羽多庄太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中８８番屋敷 

74 出口宇之助 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２９番屋敷 

75 要安治郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２７番屋敷 

76 光成友治郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中７０番屋敷 

77 古川新藏 大阪府泉南郡北近義村大字畠中番外２番屋敷 

78 光成栄太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中３６０番地 

79 日根野德太郎 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２２番屋敷 

80 實森亥之助 大阪府泉南郡北近義村大字畠中２８９番地 

81 祐成留𠮷 大阪府泉南郡北近義村大字畠中４５番屋敷 

 

 

３ 当該不動産の登記移転等をすることについて異議を述べることができる者 

（１）申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人 

（２）申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 

（３）申請不動産の所有権を有することを疎明する者 

 

４ 異議を述べることができる期間及び方法 

（１）期 間 令和８年９月１２日まで 

（２）方 法 貝塚市に対し、地方自治法施行規則（昭和 22 年内務省令第 29 号）22 条の３第３項

に規定する申請不動産の登記移転等に係る異議申出書に必要事項を記載し、登記関

係者等であること並びに異議申出書に記載された氏名及び住所を確認できる書類を

添えて提出すること。 

（３）提出先 貝塚市畠中１丁目 17番１号 貝塚市総合政策部魅力づくり推進課 


